
 

 

  



 

 

 
 

 



 

 

 

財務諸表の注記  
1.重要な会計方針 

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準によっています。 (2010 年 7 月 20 日 2017 年 12 月 12 日最終改正 NPO 法人会

計基準協議会)  
  
 (1)消費税等の会計処理 
  消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。 

 
2.その他 設立初年度のため、事業年度は令和 7 年 6 月 5 日から令和 8 年 3 月 31 日となっております。  

 
 

  



 

    


